
１．対象者
渋川市内の宿泊施設を利用してワーケーションを実施する民間企業
※個人事業主を含む
２．対象条件
渋川市内の宿泊施設に２泊以上宿泊される方（最大5連泊まで）
※金、土、祝前日、年末年始（12月28日から1月3日）の宿泊を除く
３．補助金申請の手続き
①交付申請書の提出（申請者⇒市）
②交付決定（市⇒申請者）
③ワーケーション実施
④実績報告書の提出（申請者⇒市）
⑤補助金額確定通知書（市⇒申請者）
⑥請求書の提出（申請者⇒市）
⑦補助金の振り込み
※申請を検討している企業様は事前に渋川市へお電話にてご相談ください。
４．その他
詳細は市HP掲載の渋川市ワーケーション導入支援補助金交付要綱をご覧ください。
申請書類は市HPからダウンロードできます。

２０２３年４月１５日～２０２４年２月２８日

《お問い合わせ・提出先》
〒３７７－８５０１　群馬県渋川市石原80番地　
渋川市役所　産業観光部　観光課　観光振興係　電話０２７９－２２－２８７３
市HP　https://www.city.shibukawa.lg.jp/kankou/onsen/publicinn/p008902.html

ワーケーションを導入しようとする企業・団体の皆様へ

渋川市内の宿泊施設で
ワーケーションを実施する民間企業へ

1人あたり1泊につき

最大5,000円補助します！
（渋川市ワーケーション導入支援補助金）

伊香保温泉 木曽三社神社

伊香保石段街

注意事項
・補助金交付決定前の宿泊は対象外となります。
・ワーケーション実施の10日前までに申請をお願いします。
・予算上限に達した場合終了となります。


